
 

  

令和２年４月１０日  

第１学年（新入生）保護者各位 

 

福岡県立育徳館高等学校長   

 

通級指導の御案内（新入生用） 

 

 日頃から、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本県では、下記のとおり、発達障がいのある生徒を対象とする「通級指導」を、拠点校

４校で実施しています。 

 ついては、通級指導を希望される場合は、令和２年４月２０日までに電話等で担任等にお申

し出ください。ただし、御希望に添えない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 

 なお、通級指導制度についての質問や発達障がい以外の障がいについての御相談がありまし

たら、担任等にお問い合わせください。 

 

記 

 

１ 対象となる障がい 

  自閉症、学習障がい（ⅬＤ）及び注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ） 

 

２ 指導内容 

  障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導（各

教科・科目の学習の遅れを取り戻すための補充授業は行いません。）。 

 

３ 通級指導の時間・回数（原則） 

・ 全日制、定時制（単位制）Ⅰ・Ⅱ部の生徒 

 １８：００～１９：４０（１００分間・週１回） 

・ 定時制（学年制）、定時制（単位制）Ⅲ部の生徒 

 １４：００～１５：４０（１００分間・週１回） 

 

４ 通級指導の期間 

  最長で、１年生の２学期の初めから３年生の１学期の終わりまで。ただし、手続は年度ごと

に行います。 

 

５ 通級指導を実施する拠点校 

・ ひびき高等学校（北九州市戸畑区天籟寺１丁目２－１） 

・ 博多青松高等学校（福岡市博多区千代１丁目２－２１） 

・ 明善高等学校（久留米市城南町９－１） 

・ 嘉穂東高等学校（飯塚市立岩１７３０－５） 

 

６ 通学方法・費用 

拠点校への通学は、保護者の責任の下、本人の自主通学又は保護者による送迎となります。 

また、通学に要する費用は、自己負担となります。 



通級指導のイメージ図 

拠点校での指導場面 

通級指導の手続 

 

 
 

本県では、県立高等学校及び中等教育学校後期課程（以下「県立高校」）に在籍する生徒を対象に、本県では、県立高等学校及び中等教育学校後期課程（以下「県立高校」）に在籍する生徒を対象に、本県では、県立高等学校及び中等教育学校後期課程（以下「県立高校」）に在籍する生徒を対象に、本県では、県立高等学校及び中等教育学校後期課程（以下「県立高校」）に在籍する生徒を対象に、

在籍する県立高校での教育活動に加え在籍する県立高校での教育活動に加え在籍する県立高校での教育活動に加え在籍する県立高校での教育活動に加えてててて、障がいの状態に応じた特別の指導、障がいの状態に応じた特別の指導、障がいの状態に応じた特別の指導、障がいの状態に応じた特別の指導（通級指導）を拠点校にて（通級指導）を拠点校にて（通級指導）を拠点校にて（通級指導）を拠点校にて

実施しています。実施しています。実施しています。実施しています。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立県立県立県立高校高校高校高校における通級による指導についてにおける通級による指導についてにおける通級による指導についてにおける通級による指導について    

Ａ①県立高校でも、小学校や中学校における通級指導と同じよ

うな形態で実施しています。生徒は、放課後などに拠点校へ

行き、担当の先生から個別の指導を受けます。指導内容は、

国語や数学などの教科ではなく、特別支援学校学習指導要領

にある「自立活動」を行っています。 

Ａ②「自立活動」に特定の教科書はありません。担当の先生は、

生徒の実態や課題、指導目標を踏まえて、自立活動の内容の

うち、主に「心理的な安定」や「人間関係の形成」、「コミュ

ニケーション」などを取り入れながら、個に応じた具体的な

指導内容を設定して、授業を行っています。 

Ｑ①通級指導は、いつ、どのように行われているのですか？ 

拠点校では、何の学習を行っているのですか？ 

Ｑ②拠点校での「自立活動」は、何をするのですか？ 

Ａ④通級指導の対象となる生徒や実際の

指導に至る流れは、入学した県立高校

を通じて、生徒や保護者にお知らせし

ています。 

通級指導を希望する場合は、入学し

た県立高校の担任等に申し出るように

なっています。 

Ａ③各拠点校においては、下の例のような学習を行っ

ています。 

Ｑ③通級指導の授業では、どのような学習を行ってい

るのですか？ 

Ｑ④通級指導を受けるには、どのような手

続を行えばよいのですか？ 

お問合せ 
INQUIRY 

福 岡 県 教 育 庁 教 育 振 興 部 特 別 支 援 教 育 課 

TEL:092-643-3914  FAX:092-643-3884 


